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令和 7 年網走市議会第 1 回定例会 議案 

  



 

令和7年網走市議会第1回定例会 議案 

 

番号 議案番号 件                         名 

1 議案第1号 令和7年度網走市一般会計予算 

別冊 

2 議案第2号 令和7年度網走市市有財産整備特別会計予算 

3 議案第3号 令和7年度網走市国民健康保険特別会計予算 

4 議案第4号 令和7年度網走市網走港整備特別会計予算 

5 議案第5号 令和7年度網走市能取漁港整備特別会計予算 

6 議案第6号 令和7年度網走市介護保険特別会計予算 

7 議案第7号 令和7年度網走市後期高齢者医療特別会計予算 

8 議案第8号 令和7年度網走市水道事業会計予算 

別冊 9 議案第9号 令和7年度網走市簡易水道事業会計予算 

10 議案第10号 令和7年度網走市下水道事業会計予算 

11 議案第11号 網走市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

12 議案第12号 網走市介護保険事業計画推進会議設置条例制定について 

13 議案第13号 
網走市附属機関条例及び報酬職員給与条例の一部を改正する条例

制定について 

14 議案第14号 令和6年度網走市一般会計補正予算 

15 議案第15号 令和6年度網走市国民健康保険特別会計補正予算 

16 議案第16号 令和6年度網走市網走港整備特別会計補正予算 

17 議案第17号 令和6年度網走市介護保険特別会計補正予算 

18 議案第18号 令和6年度網走市後期高齢者医療特別会計補正予算 

19 議案第19号 令和6年度網走市水道事業会計補正予算 

20 議案第20号 令和6年度網走市簡易水道事業会計補正予算 

 

  



 

番号 議案番号 件                         名 

21 議案第21号 令和6年度網走市下水道事業会計補正予算 

22 議案第22号 
網走市職員の任免及び服務に関する条例等の一部を改正する条

例制定について 

23 議案第23号 網走市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について 

24 議案第24号 
網走市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定につ

いて 

25 議案第25号 
網走市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について 

 

  



 



議案第 11号 

 

 

網走市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市手数料条例の一部を改正する条例次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市手数料条例の一部を改正する条例 

 
網走市手数料条例（平成 12 年条例第 3 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第3（第2条関係）から別表第6（第2条関係）までを次のように改める。 

別表第3（第2条関係） 

建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく事務についての手数料 

※確認の特例：建築基準法施行令第10条第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物であることをいう。 
事項 金額 

建築物に関する確
認申請手数料 

床面積の合計が30m2以内のもの 特例なし 16,000円 
特例あり 14,000円 

床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの 特例なし 25,000円 
特例あり 21,000円 

床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの 特例なし 38,000円 
特例あり 32,000円 

床面積の合計が200m2を超え300m2以内のもの - 51,000円 
工作物に関する確
認申請手数料 

工作物を築造する場合（次に掲げる場合を除く。） 17,000円 
市の確認を受けた計画に記載された工作物を変更する場合 12,000円 
市以外の確認を受けた計画に記載された工作物を変更する場合 18,000円 

建築物に関する完
了検査申請手数料 

床面積の合計が30m2以内のもの 特例なし 20,000円 
特例あり 15,000円 

床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの 特例なし 24,000円 
特例あり 18,000円 

床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの 特例なし 32,000円 
特例あり 22,000円 

床面積の合計が200m2を超え300m2以内のもの - 42,000円 
工作物に関する完
了検査申請手数料 

① ②、③以外の場合 14,000円 
② 市の確認を受けていない工作物の計画に記載された工作物又
は市の確認を受けた工作物を変更したことがある当該工作物の場
合 

20,000円 

③ 工作物の計画の変更により、市の確認を受けた工作物の計画に
記載された工作物を変更したことがある当該工作物の場合 

15,000円 



省エネ審査（使用
基準）加算手数料 

一戸建ての住宅 7,500円 
共同住宅 30,000円 

仮設建築物建築許可申請手数料 130,000円 
総合的設計による
一団地の建築物の
特例認定申請手数
料 

建築物の数が2 94,400円 
建築物の数が3以上 94,400円に2を超

える建築物の数に
37,500円を乗じて
得た額を加算した
額 

既存建築物を前提
とした総合的設計
による特例認定申
請手数料 

建築物（既存建築物を除く。）の数が1 94,400円 
建築物（既存建築物を除く。）の数が2以上 94,400円に1を超

える建築物の数に
37,500円を乗じて
得た額を加算した
額 

同一敷地内建築物
以外の建築認定申
請手数料 

建築物（同一敷地内建築物を除く。）の数が1 94,400円 
建築物（同一敷地内建築物を除く。）の数が2以上 94,400円に1を超

える建築物の数に
37,500円を乗じて
得た額を加算した
額 

複数建築物の認定の取消し申請手数料 16,200円に現に存
する建築物の数に
13,500円を乗じて
得た額を加算した
額 

道路位置指定申請手数料 74,600円 
備考 
床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 
(1) 建築物の新築、増築又は改築の場合 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積 
(2) 建築物の移転の場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 
(3) 確認を受けた建築物の計画変更による建築の場合（完了検査の場合を除く。） 当該計画変
更に係る部分の床面積の2分の1（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面
積） 

 

別表第4（第2条関係） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）に基づく事務についての手数料 

事項 金額 

長期優良住宅建
築等計画認定審
査申請手数料 

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律
第5条第1項から第7
項に係る認定申請手
数料（当該申請が住
宅の新築に係るもの
である場合） 

住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、
確認書等に係る技術審査をうけたもの 

1棟につき 19,000円 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る
申請のうち、確認書等に係る技術審査をうけ
たもの 

1棟につき 31,000円 

住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のう
ち、確認書等に係る技術審査をうけたもの 

1棟につき 48,000円 

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律
第5条第1項から第7
項に係る認定申請手
数料（当該申請が住
宅の増築又は改築、
既存住宅に係るもの
である場合） 

住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、
確認書等に係る技術審査をうけたもの 

1棟につき 26,000円 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る
申請のうち、確認書等に係る技術審査をうけ
たもの 

1棟につき 44,000円 

住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のう
ち、確認書等に係る技術審査をうけたもの 

1棟につき 69,000円 

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律
第8条第1項に係る変
更認定申請手数料
（当該申請が住宅の
新築に係るものであ
る場合） 

住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、
確認書等に係る技術審査をうけたもの又は
長期使用構造等の変更がない場合 

1棟につき 15,000円 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る
申請のうち、確認書等に係る技術審査をうけ
たもの又は長期使用構造等の変更がない場
合 

1棟につき 24,000円 



住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のう
ち、確認書等に係る技術審査をうけたもの又
は長期使用構造等の変更がない場合 

1棟につき 38,000円 

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律
第8条第1項に係る変
更認定申請手数料
（当該申請が住宅の
増築又は改築、既存
住宅に係るものであ
る場合） 

住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、
確認書等に係る技術審査をうけたもの又は
長期使用構造等の変更がない場合 

1棟につき 20,000円 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る
申請のうち、確認書等に係る技術審査をうけ
たもの又は長期使用構造等の変更がない場
合 

1棟につき 34,000円 

住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のう
ち、確認書等に係る技術審査をうけたもの又
は長期使用構造等の変更がない場合 

1棟につき 55,000円 

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律
第8条第1項に係る変
更認定申請手数料 

工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受
人決定予定時期の変更 

1戸につき  1,000円 

法第9条第1項、第3
項に係る変更認定申
請手数料 

譲受人・管理者等決定 1戸につき  1,800円 

法第10条に係る承認
申請手数料 

地位の承継 1戸につき  1,800円 

備考 
1 確認書等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期仕
様構造等であるかどうかの確認を受けた場合に、申請者から提出するもの。 

2 2戸以上のものは、1戸につき、上記に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、そ
れぞれ上記に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る（変更）認
定申請の総数で除して得た額とする。ただし、この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切
り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。 

3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、こ
の表に規定する金額に別表第3の規定により算定した金額を加算した金額とする。 

 

 

別表第5（第2条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）に基づく事務についての手数料 
事項 金額 

 申請用途 評価方法 申請対象部分  
低炭素建
築物新築
等計画認
定審査申
請手数料 

ア 一戸建
ての住宅
又は複合
建築物の
住宅部分
の認定を
申請する
場合 

（ア） （イ）
以外の場合 

- 住宅の戸数が1戸のもの 44,000円 
- 住宅の戸数が1戸のものに係る申請の

うち、技術的審査機関による認定に係
る技術審査をうけたもの 

9,100円 

（イ） 仕様基
準の場合 

- 住宅の戸数が1戸のもの 25,200円 
- 住宅の戸数が1戸のものに係る申請の

うち、技術的審査機関による認定に係
る技術審査をうけたもの 

9,100円 

イ 共同住
宅等又は
複合建築
物の住宅
部分の認
定を申請
する場合 

ウ以外の場合 （ア）住宅部
分の戸数 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 85,200円 
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの
に係る申請のうち、技術的審査機関に
よる認定に係る技術審査をうけたも
の 

14,700円 

住宅の戸数が6戸以上のもの 118,000円 
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申
請のうち、技術的審査機関による認定
に係る技術審査をうけたもの 

22,600円 

（イ）住戸以
外の床面積の
合計 

共用部分の面積が300m2以内のもの 129,000円 
共用部分の面積が300m2以内のものに
係る申請のうち、技術的審査機関によ
る認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 



ウ 共同住
宅等又は
複合建築
物の住宅
部分の認
定を申請
する場合 

仕様基準の場合 （ア）住宅部
分の戸数 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,700円 
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの
に係る申請のうち、技術的審査機関に
よる認定に係る技術審査をうけたも
の 

14,700円 

住宅の戸数が6戸以上のもの 62,900円 
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申
請のうち、技術的審査機関による認定
に係る技術審査をうけたもの 

22,600円 

（イ）住戸以
外の床面積の
合計 

共用部分の面積が300m2以内のもの 60,600円 
共用部分の面積が300m2以内のものに
係る申請のうち、技術的審査機関によ
る認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 

エ 住宅以
外の用途
に供する
建築物又
は複合建
築物の非
住宅部分
の認定を
申請する
場合 

（ア） (イ)以
外の場合 

非住宅部分の
床面積の合計 

延べ床面積が300m2を超えるもの 228,000円 
延べ床面積が300m2を超えるものに係
る申請のうち、技術的審査機関による
認定に係る技術審査をうけたもの 

35,000円 

（イ） モデル
建物法の場合 

非住宅部分の
床面積の合計 

延べ床面積が300m2を超えるもの 118,000円 
延べ床面積が300m2を超えるものに係
る申請のうち、技術的審査機関による
認定に係る技術審査をうけたもの 

35,000円 

1 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものに限る。）の全体の認定を申請する場合は、ア及びエに規定する
金額を合計した金額とする。 

2 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものを除く。）の全体の認定を申請する場合は、イ及びエ又はウ及び
エに規定する金額を合計した金額とする。 

3 低炭素法第54条第2項の規定による申出をする場合は、この規定により算定した金額に、建築物確認申
請等手数料の金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とする。 

※共同住宅等又は複合建築物の場合は、（ア）の金額に（イ）に規定する金額を加えた金額とする。 
（住戸以外の部分を有しない建築物の場合は（ア）に定める金額とする。） 
 

事項 金額 
 申請用途 評価方法 申請対象部分  
低炭素建
築物新築
等計画変
更認定審
査申請手
数料 

ア 着工予定及び完了予定
時期のみ変更の場合 

1棟につき - 1,000円 

イ 一戸建
ての住宅
又は複合
建築物の
住宅部分
の認定を
申請する
場合 

（ア） （イ）
以外の場合 

- 住宅の戸数が1戸のもの 26,600円 
- 住宅の戸数が1戸のものに係る申請の

うち、技術的審査機関による認定に係
る技術審査をうけたもの 

9,100円 

（イ） 仕様基
準の場合 

- 住宅の戸数が1戸のもの 16,800円 
- 住宅の戸数が1戸のものに係る申請の

うち、技術的審査機関による認定に係
る技術審査をうけたもの 

9,100円 

ウ 共同住
宅等又は
複合建築
物の住宅
部分の認
定を申請
する場合 

エ以外の場合 （ア）住宅部
分の戸数 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 49,900円 
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの
に係る申請のうち、技術的審査機関に
よる認定に係る技術審査をうけたも
の 

14,700円 

住宅の戸数が6戸以上のもの 70,500円 
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申
請のうち、技術的審査機関による認定
に係る技術審査をうけたもの 

22,600円 

（イ）住戸以
外の床面積の
合計 

共用部分の面積が300m2以内のもの 70,500円 
共用部分の面積が300m2以内のものに
係る申請のうち、技術的審査機関によ
る認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 

エ 共同住
宅等又は
複合建築
物の住宅
部分の認

仕様基準の場合 （ア）住宅部
分の戸数 

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 29,300円 
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの
に係る申請のうち、技術的審査機関に
よる認定に係る技術審査をうけたも
の 

14,700円 



定を申請
する場合 

住宅の戸数が6戸以上のもの 42,400円 
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申
請のうち、技術的審査機関による認定
に係る技術審査をうけたもの 

22,600円 

（イ）住戸以
外の床面積の
合計 

共用部分の面積が300m2以内のもの 35,700円 
共用部分の面積が300m2以内のものに
係る申請のうち、技術的審査機関によ
る認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 

オ 住宅以
外の用途
に供する
建築物又
は複合建
築物の非
住宅部分
の認定を
申請する
場合 

（ア） (イ)以
外の場合 

非住宅部分の
床面積の合計 

延べ床面積が300m2を超えるもの 152,000円 
延べ床面積が300m2を超えるものに係
る申請のうち、技術的審査機関による
認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 

（イ） モデル
建物法の場合 

非住宅部分の
床面積の合計 

延べ床面積が300m2を超えるもの 66,900円 
延べ床面積が300m2を超えるものに係
る申請のうち、技術的審査機関による
認定に係る技術審査をうけたもの 

14,700円 

1 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものに限る。）の全体の認定を申請する場合は、ア及びエに規定する
金額を合計した金額とする。 

2 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものを除く。）の全体の認定を申請する場合は、イ及びエ又はウ及び
エに規定する金額を合計した金額とする。 

3 低炭素法第54条第2項の規定による申出をする場合は、この規定により算定した金額に、建築物確認申
請等手数料の金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とする。 

※共同住宅等又は複合建築物の場合は、（ア）の金額に（イ）に規定する金額を加えた金額とする。 
（住戸以外の部分を有しない建築物の場合は（ア）に定める金額とする。） 

 

別表第6（第2条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に基づく事務についての

手数料 
事項 金額 

 申請用途 評価方法 申請対象部分  
建築物エ
ネルギー
消費性能
向上計画
認定申請
手数料 

ア 一戸建ての
住宅又は複合
建築物の住宅
部分の認定を
申請する場合 

（ア） 
（イ）・（ウ）
以外の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 40,400円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 44,900円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

（イ）仕様・
計算併用法
の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 30,600円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 33,700円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

（ウ）仕様基
準の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 21,600円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 23,200円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

イ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

ウ・エ以外の
場合 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円 
（ア）住宅部分の戸数が 2戸以上 4 戸以内のものに係る
申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が 5戸以上のもの 131,000円 
（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が 0㎡〜300 ㎡以内のも
の 

79,700円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 



ウ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

仕様・計算併
用法の場合 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 59,400円 
（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申
請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が5戸以上のもの 98,800円 
（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 59,400円 
（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

エ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

仕様基準の
場合 
 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 39,200円 
（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申
請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が5戸以上のもの 66,500円 
（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 39,200円 
（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

オ 住宅以外の
用途に供する
建築物又は複
合建築物の非
住宅部分の認
定を申請する
場合 

（ア）標準入
力法の場合 
 

非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 259,000円 
非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のものに
係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（イ）モデル
建物法の場
合 

非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 100,000円 

非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のものに
係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

備考 
1 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものに限る。）の全体の認定を申請する場合は、ア及びオに規

定する金額を合計した金額とする。 
2 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものを除く。）の全体の認定を申請する場合は、イ及びオ、ウ

及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。 
3 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項が記
載されている場合は、同項に規定する申請建築物及び同条第3項に規定する他の建築物のそれぞ
れについて、この規定により算定した金額を合計した金額とする。 

4 建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出をする場合は、この規定により算定した金額に、
建築物確認申請等手数料の金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とす
る。 

※共同住宅等又は複合建築物の場合は、評価方法別に規定する（ア）の金額に（イ）に規定する

金額を加えた金額とする。（住戸以外の部分を有しない建築物の場 合は（ア）に定める金額と

する。） 
事項 金額 

 申請用途 評価方法 申請対象部分  
建築物エ
ネルギー
消費性能
向上計画
変更認定
申請手数
料 

ア 着工予定時期及び完了
予定時期のみ変更の場合 

1棟につき 1,000円 

イ 一戸建ての
住宅又は複合
建築物の住宅
部分の認定を
申請する場合 

（ア） 
（イ）・（ウ）
以外の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 23,800円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 26,000円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

（イ）仕様・
計算併用法
の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 19,000円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 20,600円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

（ウ）仕様基
準の場合 

住宅部分の床面積の合計が200m2以内のもの 14,000円 
住宅部分の床面積の合計が200m2以内のものに係る申請
のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 

戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの 14,800円 
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係
る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

7,000円 



ウ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

エ・オ以外の
場合 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円 
（ア）住宅部分の戸数が 2戸以上 4 戸以内のものに係る
申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が 5戸以上のもの 78,100円 

（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が 0㎡〜300 ㎡以内のも
の 

46,000円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

エ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

仕様・計算併
用法の場合 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 36,200円 
（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申
請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が5戸以上のもの 62,400円 
（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 36,200円 
（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

オ 共同住宅又
は複合建築物
の住宅部分の
認定を申請す
る場合 

仕様基準の
場合 

（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のもの 25,400円 
（ア）住宅部分の戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申
請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（ア）住宅部分の戸数が5戸以上のもの 45,100円 
（ア）住宅部分の戸数が5戸以内のものに係る申請のう
ち、評価機関審査をうけたもの 

24,200円 

（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 25,400円 
（イ）住宅以外の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの
に係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

カ 住宅以外の
用途に供する
建築物又は複
合建築物の非
住宅部分の認
定を申請する
場合 

（ア）標準入
力法の場合 
 

非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 135,000円 
非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のものに
係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

（イ）モデル
建物法の場
合 

非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のもの 56,200円 
非住宅部分の床面積の合計が0㎡〜300㎡以内のものに
係る申請のうち、評価機関審査をうけたもの 

12,200円 

備考 
1 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものに限る。）の全体の認定を申請する場合は、ア及びオに規

定する金額を合計した金額とする。 
2 複合建築物（住宅の戸数が1戸のものを除く。）の全体の認定を申請する場合は、イ及びオ、ウ
及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。 

3 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項が記
載されている場合は、同項に規定する申請建築物及び同条第3項に規定する他の建築物のそれぞ
れについて、この規定により算定した金額を合計した金額とする。 

4 建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出をする場合は、この規定により算定した金額に、
建築物確認申請等手数料の金額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とす
る。 

※共同住宅等又は複合建築物の場合は、評価方法別に規定する（ア）の金額に（イ）に規定する
金額を加えた金額とする。（住戸以外の部分を有しない建築物の場 合は（ア）に定める金額と
する。） 

※認定計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合は、建築物エネ
ルギー消費性能向上計画認定申請（摘要欄ウ及びエを除く。）の規定により算定した金額とする。 

 

附 則 

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 



 



議案第 12号 

 

 

網走市介護保険事業計画推進会議設置条例制定について 

 

 

 網走市介護保険事業計画推進会議設置条例を次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市介護保険事業計画推進会議設置条例 

 

（設置） 

第 1 条 網走市における高齢者の保健福祉の増進と介護保険事業の円滑な実施を確保するため、広く市

民の意見を反映させることを目的として、網走市介護保険事業計画推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 網走市の介護保険事業計画の策定及び進捗管理に関する事項 

(2) 網走市の高齢者保健福祉計画の策定及び進捗管理に関する事項 

(3) 前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第 3条 推進会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 被保険者 

3 前項第４号の者については、別に定めるところにより公募する。 

4 委員の任期は、３年とする。ただし、欠員が生じた場合における後任者は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 4条 推進会議に会長及び副会長１人を置く。 

2 会長は、委員の互選により選出する。 

3 副会長は、会長の指名により選出する。 

4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

 



（会議） 

第 5 条 推進会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれ

る会議は、市長が招集する。 

2 推進会議は、必要に応じ有識者から意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第 6条 推進会議の庶務は、介護福祉課において行う。 

（委任） 

第 7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この条例は、令和 7 年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 



議案第 13号 

 

 

  網走市附属機関条例及び報酬職員給与条例の一部を改正する条例 

  制定について 

 

 

  網走市附属機関条例及び報酬職員給与条例の一部を改正する条例を 

 次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市附属機関条例及び報酬職員給与条例の一部を改正する条例 

 
（網走市附属機関条例の一部改正） 

第 1条 網走市附属機関条例（平成 12 年条例 24 号）の一部を次のように改正する。 

  別表（第1条～第3条、第13条関係）市長の部網走市空家等対策協議会の項の次に次の1項を加える。 

網走市介護保険事業計画 

推進会議 

・網走市介護保険事業計画の策定

及び進捗管理に関する事項 

・網走市高齢者保健福祉計画の策

定及び進捗管理に関する事項 

・保健医療関係者 

・福祉関係者  

・学識経験者 

・被保険者を代表する者 

20 人 

以内 

 

（報酬職員給与条例の一部改正） 

第2条 報酬職員給与条例（昭和22年条例第19号）の一部を次のように改正する。 

  別表（第1条、第3条、第4条関係）8の項中「、民生委員推薦会、子ども・子育て会議、」を「、民生

委員推薦会、介護保険事業計画推進会議、子ども・子育て会議、」に改める。 
 

附 則 

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 
 



 
 



議案第 14 号 

 

令和６年度網走市一般会計補正予算 

 

 令和６年度網走市の一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 25,839 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,431,176 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  令和 7 年 3 月 3 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 
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木 費 3,353,295 △29,548 3,323,747

2.港 湾 費 314,127 △57,000 257,127

4.住 宅 費 280,978 27,452 308,430

10.教 育 費 2,407,990 235,747 2,643,737

3.中 学 校 費 202,239 201,447 403,686

5.保 健 体 育 費 774,932 34,300 809,232

歳　　　出　　　合　　　計 30,405,337 25,839 30,431,176

歳　　出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

(単位:千円)

2.総 務 費 6,002,805 148,422 6,151,227

1.総 務 管 理 費 5,674,279 154,472 5,828,751

3.戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 106,897 △6,050 100,847

3.民 生 費 7,617,480 △9,165 7,608,315

1.社 会 福 祉 費 4,198,632 △9,165 4,189,467

4.衛 生 費 2,099,450 △183,671 1,915,779

1.保 健 衛 生 費 961,649 △30,750 930,899

2.環 境 衛 生 費 1,137,801 △152,921 984,880

7.商 工 費 2,948,982 △135,946 2,813,036

1.商 工 費 2,573,748 △135,946 2,437,802

8.土



第２表  繰越明許費補正 

（追加） 

款 項 事   業   名 金額（千円） 

総務費 総務管理費 避難所環境整備事業 10,000 

衛生費 保健衛生費 水道事業会計出資金 18,000 

教育費 中学校費 中学校冷房設備整備事業 201,447 

 

（廃止） 

款 項 
補 正 前 補 正 後 

備 考 
事業名 金額（千円） 事業名 金額（千円） 

衛生費 
環境 

衛生費 

土砂流出

防止対策

施設整備

事 業 

120,000 

土砂流出

防止対策

施設整備

事 業 

−  

当該事業が 

取り止めと 

なったため 

 
 



第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 補 正  

（ 追 加 ）  

事      項 期  間 限度額（千円） 

庁舎及び公共施設等の管理委託等契約 令和7年度 1,623,860 

一般廃棄物等処理に係る業務委託契約 
令和7年度から 

令和9年度まで 
856,548 

各種予防接種に係るワクチン購入及び接種 

委託契約 
令和7年度 70,986 

ふるさと納税に係る業務委託契約 令和7年度 契約による金額 

 



第４表　地 方 債 補 正

（変更）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の 方 法
利 率
償 還 の 方 法

千円 ％ 千円

総 務 管 理 事 業 債 2,743,700 証 書 借 入 又 １０．０ 2,743,700 補正前に同じ

は 証 券 発 行 以内

社 会 福 祉 事 業 債 9,000 9,000

（借　入　先）

環 境 衛 生 事 業 債 54,300 16,500

財 政 融 資 資 金

保 健 衛 生 事 業 債 73,700 73,700

地 方 公 共 団 体

農 業 債 29,000 金 融 機 構 29,000

道 路 橋 梁 事 業 債 790,400 北 海 道 790,400

港 湾 事 業 債 121,900 都 市 職 員 87,700

共 済 組 合

河 川 整 備 事 業 債 100,000 100,000

地 方 職 員

公 園 整 備 事 業 債 116,700 共 済 組 合 116,700

学 校 教 育 事 業 債 58,700 北 海 道 市 町 村 204,100

振 興 協 会

社 会 教 育 事 業 債 79,800 79,800

北 海 道 市 町 村

臨 時 財 政 対 策 債 36,191 備 荒 資 金 組 合 36,191

退 職 手 当 債 120,000 そ の 他 120,000

銀行等引受資金

借 換 債 100,000 100,000

計 4,433,391 4,506,791
※今回補正は太字で表示。

起債の目的

補　　　　　正　　　　　前 補　　正　　後

　４０年以内
（内据置２５
年以内）の元
利均等又は元
金均等償還。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利に借
換えることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）



議案第 15 号 

 

令和 6 年度網走市国民健康保険特別会計補正予算 

 

 令和 6 年度網走市の国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次

に定めるところによる。 

（債務負担行為） 

第１条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができ

る事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。 

 

 

 

  令和 7 年 3 月 3 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 



第 １ 表  債 務 負 担 行 為  

 

事      項 期  間 限度額（千円） 

国保市町村事務処理標準 

システム保守委託契約 
令和7年度 1,677 

健康診査等各種委託契約 令和7年度 36,519 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 16 号 

 

令和 6 年度網走市網走港整備特別会計補正予算 

 

 令和 6 年度網走市の網走港整備特別会計補正予算（第 1 号）は、次に

定めるところによる。 

（債務負担行為） 

第１条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができ

る事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。 

 

 

 

  令和 7 年 3 月 3 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 



第１表  債 務 負 担 行 為  
 

事      項 期  間 限度額（千円） 

上屋消防設備点検委託契約 令和 7年度 150 

港湾システム保守点検委託契約 令和 7年度 220 

船舶給水業務委託契約 令和 7年度 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



議案第 17 号 

 

令和 6 年度網走市介護保険特別会計補正予算 

 

 令和 6 年度網走市の介護保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 84,000 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,844,249 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができ

る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

  令和 7 年 3 月 3 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為  
 

事      項 期  間 限度額（千円） 

要介護認定訪問調査委託契約 令和 7年度 4,950 

ぴったりサービス保守点検契約 令和 7年度 654 

 



 



議案第 18 号 

 

令和 6 年度網走市後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

 令和 6 年度網走市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）は、

次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 22,700 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 707,624 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができ

る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

  令和 7 年 3 月 3 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 
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第２表  債 務 負 担 行 為  
 

事      項 期  間 限度額（千円） 

健康診査等各種委託契約 令和 7年度 8,808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議案第 19号 

 

 

令和 6年度網走市水道事業会計補正予算 

 

（総 則） 

第１条 令和 6年度網走市水道事業会計補正予算（第 2号）は、次に定め

るところによる。 

（債務負担行為） 

第２条 予算第 9条を第 10条とし、第 5条から第 8条までを 1条ずつ繰り

下げ、第 4条の次に次の 1条を加える。 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次

のとおりと定める。 

事    項 期  間 限 度 額 

水道賠償責任保険等加入契約 令和 7年度 ４８４千円 

電算処理システム保守契約 令和 7年度 ９８２千円 

機器保守契約 令和 7年度 ３０８千円 

 給水装置審査業務等委託契約 令和 7年度 ９，１１１千円 

土地賃貸借契約 

（JR釧支第 194号） 
令和 7年度 ３千円 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 

  



 



議案第 20号 

 

 

令和 6年度網走市簡易水道事業会計補正予算 

 

（総 則） 

第１条 令和 6年度網走市簡易水道事業会計補正予算（第 1号）は、次に

定めるところによる。 

（債務負担行為） 

第２条 予算第 9条を第 10条とし、第 5条から第 8条までを 1条ずつ繰り

下げ、第 4条の次に次の 1条を加える。 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次

のとおりと定める。 

事    項 期  間 限 度 額 

水道賠償責任保険加入契約 令和 7年度 ５３千円 

 給水装置審査業務等委託契約 令和 7年度 ２７９千円 

土地賃貸借契約 

（北見広域森林組合） 
令和 7年度 １１千円 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 

  



 



議案第 21号 

 

 

令和 6年度網走市下水道事業会計補正予算 

 

（総 則） 

第１条 令和 6年度網走市下水道事業会計補正予算（第 2号）は、次に定

めるところによる。 

（債務負担行為） 

第２条 令和 6年度網走市下水道事業会計予算第 5条に定めた債務負担行

為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。 

事    項 期  間 限 度 額 

下水道賠償責任保険加入契約 令和 7年度 １８２千円 

土地賃貸借契約 

（JR釧工務第 349号 外 1件） 

令和 7年度から 

令和 9年度まで 
１８千円 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 

  



 



議案第 22号 

 

 

  網走市職員の任免及び服務に関する条例等の一部を改正する条例 

制定について 

 

 

  網走市職員の任免及び服務に関する条例等の一部を改正する条例を 

 次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市職員の任免及び服務に関する条例等の一部を改正する条例 

 
（網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正） 

第 1 条 網走市職員の任免及び服務に関する条例（昭和 28年条例第 4 号）の一部を次のように改正する。 

  第3条の3第3項中「前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあり、及び次項中「3歳に満たない子」を「並びに前項及び次項中「小学校

就学の始期に達するまでの子」に改め、同条第4項中「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達

するまでの子」に改め、第7条の2第1項中「規則で定める者」を「規則で定める者（第7条の4第1項に

おいて、「配偶者等」という。）」に改め、第7条の4を第7条の6とし、第7条の3の次に次の2条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第7条の4 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出た

ときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条にお

いて「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申

告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談

その他の措置を講じなければならない。 

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度（4月1日から翌年の3月31日

までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第7条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

第15条中「第7条の4」を「第7条の3及び第7条の6」に改める。 

 



（網走市職員給与条例の一部改正） 

第2条 網走市職員給与条例（昭和22年条例第18号)の一部を次のように改正する。 

  第6条中「任免服務条例第7条の4」を「任免服務条例第7条の6」に改める。 

 

 

（網走市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第3条 網走市職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

  第17条第3項中「第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項」を「第61条の2第20項」に

改める。 
 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

（網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正） 

2 網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例（令和4年条例第22号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第3条中「第9条第3項」を「第9条第2項」に改め、附則第6条中「第9条第3項」を「第9条第2項」

に改める。 

 
 
 



議案第 23号 

 

 

  網走市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市職員旅費支給条例の一部を改正する条例次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市職員旅費支給条例の一部を改正する条例 

 
網走市職員旅費支給条例（昭和 39年条例第 8 号）の一部を次のように改正する。 

 第2条第1号中「勤務場所」を「勤務場所（市長その他任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「出

張命令権者」という。）が認める場合には、居所その他出張命令権者が認める場所）」に改め、同条第5号

の次に次の1号を追加する。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239号）第6条の4第1項に規定する旅行業

者をいう。）その他の規則で定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、

市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅

行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する

金額を支払うことを約する契約をいう。次条第5項において同じ。）を締結したものをいう。 

第3条第4項の次に次の1項を追加する。 

5 第1項、第2項及び第4項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に

支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務

提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第4条第1項中「市長その他任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)」

を「出張命令権者」に改め、第5条第1項中「公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命

令」の次に「（前条第3項により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。）」を加え、第7条

第1項中「日当及び宿泊料の6種」を「日当、宿泊料及び包括宿泊料の７種」に改め、第14条の次に次の1

条を加える。 

(包括宿泊料) 

第14条の2 包括宿泊料は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当

該移動に係る第8条から第11条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊料の定額の合計額を

上限とし、その実費を支給する。 

第26条を第27条とし、同条の前に次の1条を追加する。 

 (旅費の返納) 

第26条 会計管理者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して

旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払いを受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させな



ければならない。 

2 出張者が法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者は、

前項に規定する返納に代えて、その者に対し支払い給与又は旅費から当該旅費に相当する金額を差し

引くことが出来る。 

 

附 則 

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

 



議案第 24号 

 

 

  網走市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のとおり定め

る。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

 
網走市職員退職手当支給条例（昭和 60 年条例第 3号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第11項第4号中「職業に就いた者」を「安定した職業に就いた者」に改め、附則第6号中「令和7

年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

（網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正） 

2 網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例（令和4年条例第22号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第4条中「第9条第3項」を「第9条第2項」に改める。 



 



議案第 25号 

 

 

  網走市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  令和 7年 3月 3日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 
網走市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年条例第 15 号）の一部

を次のように改正する。 

 第6条第1号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、第3号中

「以下この号」の次に「及び第6項第1号」を加え、同条に次の6項を加える。 

2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると

認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用

しないこととすることができる。 

（1） 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

（2） 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

   ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所

在が明確化されていること。 

   イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じ

られていること。 

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育

事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第5項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認め

る場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しない

こととすることができる。 

 （1） 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる

要件を満たすと市長が認めること。 

   ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が

明確化されていること。 



   イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられ

ていること。 

 （2） 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じ

てもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 （1） 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」

という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者

等 

 （2） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ

型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

6 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととする ことができる。 

  (1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育

の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は

保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

  (2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 

7 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認め

るものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 

  (1) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6

条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。) 

  (2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9

項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団

体の補助を受けているもの 

第16条第1項第2号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

（連携施設に関する経過措置） 

第2条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場合は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算し

て5年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 
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